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伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定  

に つ い て  

 

 

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り  

制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

兵 庫 県 内 に お け る 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 水 準 の 統 一 に 向 け ， 国 民  

健 康 保 険 税 の 基 礎 課 税 額 等 の 税 率 等 の 改 定 を 行 い ， 減 免 の 基 準 を 変  

更 す る た め 。  
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伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和  

８ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 昭 和 ３ ３ 年 条 例 第 ２ ６ 号 ） の 一 部 を  

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ７ ． ８ ９ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ７ ． ７ ０ 」

に 改 め る 。  

第 ４ 条 中 「 ２ ５ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 号 中 「 ２ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ， ５ ０ ０ 円 」 に 改 め ，

同 条 第 ２ 号 中 「 １ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ７ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同

条 第 ３ 号 中 「 １ ６ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ６ ， １ ２ ５ 円 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 中 「 １ ０ ０ 分 の ２ ． ４ ７ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ２ ． ７ ９ 」 に 改

め る 。  

第 ７ 条 中 「 ９ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 第 １ 号 中 「 ７ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同

条 第 ２ 号 中 「 ３ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 条 第 ３

号 中 「 ５ ， ５ ５ ０ 円 」 を 「 ６ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ９ 条 中 「 １ ０ ０ 分 の ２ ． ０ ９ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ２ ． ４ ２ 」 に 改

め る 。  

第 １ ０ 条 中 「 １ １ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ９ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 １ １ 条 中 「 ９ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ， １ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 中 「 １ ７ ， ６ ４ ０ 円 」 を 「 １ ７ ， ７ ８ ０

円 」 に 改 め ， 同 号 イ （ア）中 「 １ ５ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ， ０ ５ ０ 円 」

に 改 め ， 同 号 イ （イ）中 「 ７ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ７ ， ５ ２ ５ 円 」 に 改 め ，

同 号 イ （ウ）中 「 １ １ ， ５ ５ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ２ ８ ７ 円 」 に 改 め ， 同 号

ウ 中 「 ６ ， ６ ５ ０ 円 」 を 「 ６ ， ７ ９ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （ア）中 「 ５ ，  

１ ８ ０ 円 」 を 「 ５ ， ６ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （イ）中 「 ２ ， ５ ９ ０ 円 」  

を 「 ２ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （ウ）中 「 ３ ， ８ ８ ５ 円 」 を 「 ４ ，

２ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 オ 中 「 ８ ， ２ ６ ０ 円 」 を 「 ９ ， ０ ３ ０ 円 」

に 改 め ， 同 号 カ 中 「 ６ ， ５ １ ０ 円 」 を 「 ５ ， ６ ７ ０ 円 」 に 改 め ， 同

項 第 ２ 号 ア 中 「 １ ２ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同
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号 イ （ア）中 「 １ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ７ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ

（イ）中 「 ５ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ， ３ ７ ５ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ （ウ）中 「 ８ ，

２ ５ ０ 円 」 を 「 ８ ， ０ ６ ２ 円 」 に 改 め ， 同 号 ウ 中 「 ４ ， ７ ５ ０ 円 」

を 「 ４ ， ８ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （ア）中 「 ３ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ，  

０ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （イ）中 「 １ ， ８ ５ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」  

に 改 め ， 同 号 エ （ウ）中 「 ２ ， ７ ７ ５ 円 」 を 「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め ，

同 号 オ 中 「 ５ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 カ 中 「

４ ， ６ ５ ０ 円 」 を 「 ４ ， ０ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同 項 第 ３ 号 ア 中 「 ５ ，  

０ ４ ０ 円 」 を 「 ５ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ （ア）中 「 ４ ， ４ ０ ０ 円 」

を 「 ４ ， ３ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ （イ）中 「 ２ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ，  

１ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ （ウ）中 「 ３ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ２ ５ 円 」  

に 改 め ， 同 号 ウ 中 「 １ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ９ ４ ０ 円 」 に 改 め ， 同

号 エ （ア）中 「 １ ， ４ ８ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （イ）中

「 ７ ４ ０ 円 」 を 「 ８ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ （ウ）中 「 １ ， １ １ ０ 円 」

を 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 オ 中 「 ２ ， ３ ６ ０ 円 」 を 「 ２ ， ５

８ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 カ 中 「 １ ， ８ ６ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ２ ０ 円 」 に

改 め ， 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 ア 中 「 ３ ， ７ ８ ０ 円 」 を 「 ３ ， ８ １ ０ 円 」

に 改 め ， 同 号 イ 中 「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ３ ５ ０ 円 」 に 改 め ， 同

号 ウ 中 「 １ ０ ， ０ ８ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， １ ６ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ 中

「 １ ２ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め ， 同 項 第 ２ 号 ア 中

「 １ ， ４ ２ ５ 円 」 を 「 １ ， ４ ５ ５ 円 」 に 改 め ， 同 号 イ 中 「 ２ ， ３ ７

５ 円 」 を 「 ２ ， ４ ２ ５ 円 」 に 改 め ， 同 号 ウ 中 「 ３ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「

３ ， ８ ８ ０ 円 」 に 改 め ， 同 号 エ 中 「 ４ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 ４ ， ８ ５ ０

円 」 に 改 め る 。  

第 ２ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 保 険 税 の 納 税 義 務 者 が そ の 資 産 に つ い  

て 震 災 ， 風 水 害 ， 火 災 を 受 け た た め 」 を 「 震 災 ， 風 水 害 ， 火 災 そ の  

他 こ れ ら に 類 す る 災 害 ま た は 犯 罪 被 害 に よ り ， 世 帯 主 ま た は そ の 世  

帯 に 属 す る 被 保 険 者 の 居 住 に 係 る 住 宅 ， 家 財 そ の 他 の 財 産 に つ い て  

著 し い 損 害 を 受 け ， 」 に 改 め ， 「 著 し く 」 を 削 り ， 同 項 中 第 ２ 号 及  

び 第 ３ 号 を 削 り ， 同 項 第 ４ 号 中 「 前 各 号 」 を 「 前 号 」 に 改 め ， 同 号  
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を 同 項 第 ２ 号 と し ， 同 条 第 ２ 項 中 「 納 期 限 」 を 「 減 免 を 受 け よ う と  

す る 月 の 末 日 」 に 改 め ， 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 」 を  

削 り ， 「 証 明 す る 書 類 を 添 付 し て ， 」 を 「 記 載 し た 書 類 を 」 に 改 め ，

同 項 各 号 を 削 る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ ５  

 条 の 改 正 規 定 及 び 付 則 第 ３ 項 の 規 定 は ， 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施  

行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 ３ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で 及 び 第 ２ ３ 条  

の 規 定 は ， 令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適  

用 し ， 令 和 ７ 年 度 分 ま で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は ， な お 従 前  

の 例 に よ る 。  

３  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 ２ ５ 条 の 規 定 は ， 付 則 第 １ 項 た だ し  

書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 納 期 限 が 到 来 す る 保 険 税 の 減  

免 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 納 期 限 が 到 来 す る 保 険 税 の 減 免 に つ  

い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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